
 

      令和３年度 第１２回今帰仁村農業委員会総会  

招 集 年 月 日 令和４年 ３月２３日（水） 

開 催 場 所 保健センターホール 

開 催 日 時 
令和４年  ３月２３日 午後  １時 ３０分 開 会 

令和４年  ３月２３日 午後  ２時 ４８分 閉 会 

出 席 委 員 

１番 米須 清和 ５番 大城 司 

２番 平安山 良也 ６番 宮嶋 扶喜子 

３番 與那嶺 清 ７番 内間 正樹 

４番 大竹 恭弘 ８番 仲宗根 和盛 

    

欠席委員番号     

議事録署名委員 １番 米須 清和 ２番 平安山 良也 

 
日程第１ 会議録署名委員及び書記の任命について 

 

日程第２ 会期の日程について 

 

日程第３ 諸般の報告について 

 

日程第４ 議案の宣告について 

 

 

議 長 

（ 開 会 ） 

 

今帰仁村農業委員会会議規則第１１条の規定により、ただ今から令和

３年度 第１２回今帰仁村農業委員会総会を開会します。 

委員は８名出席しており、定足数に達していますので、総会は成立し

ております。 

 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

 

議 長 

（日程第１） 

 

これより議事に入ります。 

日程第１ 書記及び議事録署名委員の指名については、議長が指名し

たいと思いますが異議はございませんか。 

 （異議なしの声あり） 



 

議 長 

 

 

異議なしと認め、書記には内間 稜（うちま りょう）さん、議事録

署名委員には、１番 米須 清和（こめす きよかず）委員、２番 平安山 

良也（へんざん よしや）委員を指名します。 

 

議 長 

（日程第２） 

 

日程第２ 会期の日程について、本総会の会期は本日１日間としたい

と思いますが、異議はございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 

 

異議なしと認め、会期は本日１日間と決定します。 

 

議 長 

（日程第３） 

 

日程第３ 諸般の報告について、事務局よりお願いします。 

 

 

事 務 局 

（諸般の報告） 

報告１ 利用権設定農地の貸借終了のお知らせについて 

報告２ 令和４年度面接・総会予定表について 

報告３ 農地貸付希望のお知らせについて 

報告４ その他の報告 

 

議 長 

（日程第４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、日程第４ 議案の宣告をいたします。 

 

議案第 ７１ 号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ７２ 号  農用地利用集積計画の意見決定について 

議案第 ７３ 号  非農地証明願いについて 

議案第 ７４ 号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 ７５ 号  今帰仁農業振興地域整備計画の変更についての 

意見決定について  

議案第 ７６ 号  職員の任免について 

 

以上です。 

 本日の提案された議案第７１号から第７６号までですが、そのうち

現地確認を必要とするのが２件ございます。現地資料確認を行ってか

ら審議に移りたいと思いますが、異議はございませんか。 

 （異議なしの声あり） 



 

議 長 

 

異議がないようでありますので、ただ今から現地資料確認のため休

憩をいたします。 

 休憩       午後  １時 ３５分 

再開       午後  １時 ４１分 

 

議 長 

 

休憩前に引き続き再開します。 

 

ただ今より、議案第７１号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

それでは私のほうから議案第７１号「農地法第３条の規定による許可

申請について」説明いたします。 

 

（議案書に基づいて議案第７１号「農地法第３条の規定による許可申請

について」の内容を説明） 

 

事務局といたしましては、２ページにあります【別添】「３条調査書」

及び当該地元委員による申請内容の確認を踏まえ、許可要件を満たして

いると判断し、許可相当と考えます。以上です。 

 

議 長 

 

ただ今、説明がありました議案第７１号「農地法第３条の規定による

許可申請について」質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 

議 長 

 

議案第７１号「農地法第３条の規定による許可申請について」異議は

ございませんか。 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 

 

議案第７１号「農地法第３条の規定による許可申請について」は異議

なしと認め、原案通り可決決定いたします。 

 

続きまして、議案第７２号「農用地利用集積計画の意見決定につい

て」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

それでは、私のほうから議案第７２号「農用地利用集積計画の意見決

定について」説明いたします。 



 

（議案書に基づいて議案第７２号「農用地利用集積計画の意見決定につ

いて」の利用権設定等関係及び所有権移転関係についての内容を説明） 

 

事務局としましては、経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

 

議 長 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、本件について質疑はござい

ませんか。 

 （質疑なし） 

 

議 長 

 

議案第７２号「農用地利用集積計画の意見決定について」異議はござ

いませんか。 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 

 

議案第７２号「農用地利用集積計画の意見決定について」は異議なし

と認め、原案通り可決決定いたします。 

 

続きまして議案第７３号「非農地証明願いについて」を議題とします。

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

それでは私のほうから議案第７３号「非農地証明願いについて」説明

いたします。 

 

（議案書に基づき、非農地証明願いの内容を説明） 

 

 以上の農地につきまして当該地元委員及び事務局による現地確認書

等を踏まえ、農地法第２条に規定する農地又は採草放牧地でないことに

ついての可否を求めます。以上です。 

 

議 長 

 

ただ今、説明がありました議案第７３号「非農地証明願いについて」

質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 

議 長 

 

議案第７３号「非農地証明願いについて」異議はございませんか。 

 （異議なしの声あり） 



 

議 長 

 

議案第７３号「非農地証明願いについて」は異議なしと認め、原案通

り可決決定いたします。 

 

続きまして議案第７４号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

それでは、私のほうから議案第７４号「農地法第４条の規定による許

可申請について」説明いたします。 

 

（議案書に基づいて議案第７４号「農地法第４条の規定による許可申請

について」について内容を説明） 

 

事務局といたしましては、他の農地区分に該当がなく、農業上の公

共投資がなされたことのない生産性の低い第２種農地として判断しま

した。以上です。 

 

議 長 

 

ただ今、事務局から説明がありました議案第７４号「農地法第４条の

規定による許可申請について」整理番号１番について、本件に係る面接

を行った委員から報告をお願いします。 

 

委 員 

  

議案第７４号「農地法第４条の規定による許可申請について」整理番

号１番については、令和４年３月１６日に地元委員と申請者と面接を行

いました。この申請は分筆して相続で取得した土地を４条で家を建てる

というものになっています。分筆した際残った土地が今後農地として活

用できるか疑問に思い本人に確認したところ、隣接地と一体的に農地と

して活用していくとのことでした。申請内容については特に問題はな

く、やむを得ない転用と考えます。 

以上です。 

 

議 長 

 

ただ今、事務局説明、面接対応委員の報告がありましたが、本件につ

いて質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 

議 長 

 

議案第７４号「農地法第４条の規定による許可申請について」異議

はございませんか。 

 （異議なしの声あり） 



 

議 長 

 

議案第７４号「農地法第４条の規定による許可申請について」は異議

なしと認め、原案通り可決決定いたします。 

 

続きまして、議案第７５号「今帰仁農業振興地域整備計画の変更に

ついての意見決定について」を議題とします。事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局 

 

それでは、私のほうから議案第７５号「今帰仁農業振興地域整備計

画の変更についての意見決定について」説明いたします。 

 

（議案書読み上げ） 

 

ここで、資料確認のため、休憩をお願いします。 

 

 

議 長 

 

それでは資料確認のため、休憩します。 

 

 休憩    午後  １時 ５６分 

（資料確認及び議案第７５号「今帰仁農業振興地域整備計画の変更につ

いての意見決定について」説明） 

再開    午後  ２時 ４４分 

 

議 長 

 

 休憩前に引き続き再開します。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

 さきほど説明しました議案書１０ページの整理番号重要変更３-１２

について、現況地目が畑となっていますが、原野に修正お願いします。

続きまして整理番号重要変更３-１３については、変更後の用途が一般

住宅となっていますが、農家住宅に修正お願いします。以上です。 

 

議 長 

 

さきほど事務局から説明がありました、議案第７５号「今帰仁農業振

興地域整備計画の変更についての意見決定について」質疑はございませ

んか。 

 （質疑なし） 

 

議 長 

 

議案第７５号「今帰仁農業振興地域整備計画の変更についての意見決

定について」異議はございませんか。 



 （異議なしの声あり） 

 

議 長 

 

議案第７５号「今帰仁農業振興地域整備計画の変更についての意見

決定について」は異議なしと認め、原案通り可決決定いたします。 

 

続きまして、議案第７６号「職員の任免について」を議題としま

す。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

それでは、私のほうから議案第７６号「職員の任免について」を説

明いたします。 

 

（議案書に基づいて、内容を説明） 

 

以上です。 

 

議 長 

 

議案第７６号「職員の任免について」承認してよろしいでしょう

か。 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 

 

議案第７６号「職員の任免について」は、原案通り承認いたしま

す。 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

本日の日程はすべて終了いたしました。 

次回の農業委員会総会は令和４年４月２５日（月）を予定しています。

これにて令和３年度第１２回総会を閉会します。 

  

  

  

  

 閉会時刻 午後  ２時 ４８分 

  

 会長 内間 正樹 印 

  

 議事録署名委員 

 印 

  

 印 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


